
議第１１８号 

高島市体育施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和４年１１月２９日 

高島市長 福 井 正 明 

                                                                        

 

高島市体育施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

高島市体育施設の設置および管理に関する条例（平成２７年高島市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１新旭グラウンドの項を削る。 

別表第２新旭グラウンドの項を削る。 

別表第３中 

「 

新旭体育館 ⑴ 火曜日 

⑵ １２月２９日から翌年１月３日までの日 

 

新旭武道館 

新旭グラウンド 

」を 

「 

新旭体育館 ⑴ 火曜日 

⑵ １２月２９日から翌年１月３日までの日 新旭武道館 

」に

改める。 

別表第４新旭グラウンドの項を削る。 

付 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


